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外
務
省
職
員
の
マ
イ
レ
ー
ジ
利
用
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
三
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
二
〇
〇
七
年
十
月
二
十
二
日
現
在
、
外
務
省
に
お
い
て
局
長
職
に
就
い
て
い
る
者
は
河
相
周
夫

総
合
外
交
政
策
局
長
、
佐
々
江
賢
一
郎
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
長
、
西
宮
伸
一
北
米
局
長
、
三
輪
昭
中
南
米
局
長
、
原
田
親
仁
欧

州
局
長
、
奥
田
紀
宏
中
東
ア
フ
リ
カ
局
長
、
小
田
部
陽
一
経
済
局
長
、
別
所
浩
郎
国
際
協
力
局
長
、
小
松
一
郎
国
際
法
局

長
、
谷
崎
泰
明
領
事
局
長
の
十
名
で
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
十
月
十
一
日
号
の
「
週
刊
新
潮
」
七
十
四
頁
の
コ
ラ
ム
（
以
下
、

「
コ
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
の
記
述
に
つ
い
て
、
「
平
成
十
九
年
十
月
十
一
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
間
外
務
省
大
臣
官
房
に
お

い
て
確
認
を
行
っ
た
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
右
答
弁
の
期
間
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
お
い
て
十
名
の
局

長
に
対
す
る
確
認
（
以
下
、
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
確
認
」
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
。
十
名
の
局
長
を
一
堂
に
呼
び
つ
け
、
一
斉
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
の
か
。
ど
の

者
が
十
名
の
局
長
の
内
ど
の
局
長
に
対
し
て
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
文
言
で
「
確
認
」
を
行
っ
た
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
確
認
」
に
対
し
て
、
十
名
の
局
長
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
回
答
を
し
た
か
。
十
名
の
局
長
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
の
内
容

一



に
つ
き
、
個
別
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
コ
ラ
ム
」
の
記
述
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
確

認
」
に
対
し
、
十
名
の
局
長
は
誠
実
に
回
答
を
し
て
い
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。
前
回
質
問
主
意
書
で
も
触
れ
た

が
、
十
名
の
局
長
の
内
、
誰
か
が
間
違
い
な
く
「
コ
ラ
ム
」
の
記
述
に
あ
る
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
の
確
証
を
当
方
は
得
て

い
る
。
そ
れ
な
の
に
外
務
省
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
の
答
弁
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
名
の
局
長
の
内
、
誰
か
が
嘘
を

つ
い
て
い
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

五

「
コ
ラ
ム
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
十
名
の
局
長
の
内
、
誰
か
が
真
実
を
述
べ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、

外
務
大
臣
及
び
事
務
次
官
は
ど
の
よ
う
に
責
任
を
と
る
か
。

六

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
際
し
て
航
空
機
を
利
用
す
る
際
、
税
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
航
空
賃

か
ら
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九

年
十
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
九
七
号
）
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
、
質
問
に

対
し
て
誠
実
に
答
弁
を
行
う
姿
勢
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
の
は
、
外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
で

航
空
機
を
利
用
す
る
際
に
取
得
し
た
マ
イ
レ
ー
ジ
の
管
理
を
外
務
省
が
行
う
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も

二



公
費
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
航
空
賃
か
ら
外
務
省
職
員
が
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
外
務
省

は
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
務
省
が
通
常
の
文
章
理
解
能
力
を
有
し
て
い
る
の
な
ら

ば
、
当
方
の
質
問
の
意
味
を
十
分
理
解
で
き
る
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
外
務
省
職
員
が
公
費
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
航
空
賃

か
ら
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
す
る
こ
と
を
外
務
省
は
容
認
す
る
の
か
ど
う
か
、
再
度
質
問
す
る
。

右
質
問
す
る
。

三


